
 

 

「DO!」：男女共同参画社会実現のために、職員一人ひとりが考え、そこから一歩進んで「実行する」ことを願って名付けました。 
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３月８日は、国連が定める国際女性デーです。 

国際婦人年に当たる 1975 年に女性の権利向上や

差別撤廃を目指して定められました。 

この日は、国や民族、言語、文化、経済、政治の

壁を越えて多くの記念行事が行われます。 

イタリアではこの日、この時期に咲く「ミモザ」

を日頃の感謝の意味を込めて女性に贈る習慣がある

そうです。 

パートナーシップ宣誓制度とは、ＬＧＢＴ等の事情によって、婚姻の意思はあっても、

現行の婚姻制度の対象にならない二人が、互いを人生のパートナーとし認め合い、協力し

合う関係であることを宣誓したことを証明する制度です。 

 この制度は、法的な効力（婚姻や親族関係の形成等）を生じさせるものではありません

が、お二人の思いを尊重するとともに、お二人が自分らしく、輝いて暮らせることを 

八潮市として応援するものです。 

 

◆市営住宅への申込みができるようになり

ます。 

◆医療機関や職場など様々な場面で、パー

トナー関係の理解を求めるときなどに利用

できます。 

※詳細は「八潮市パートナーシップ宣誓制度申請の手引き」をご覧ください。キャビネット及び市ＨＰに掲載します。 


